
政
令
第
二
百
九
十
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
を
第
三
十
六
条
と
し
、
第
三
十
四
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
構
に
よ
る
基
準
適
合
性
認
証
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。



一

国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
五
十
二
万
三
百
円

二

外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

百
五
十
七
万
八
千
九
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

国
内
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
万
九
千
三
百
円

二

外
国
に
あ
る
事
業
所
に
つ
い
て
の
調
査

六
十
七
万
七
百
円
に
機
構
職
員
の
旅
費
相
当
額
を
加
算
し
た
額

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず

る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
ず
る
日
の
前
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数

料
令
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
を
行
っ
た
者
が
同
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ

き
当
該
申
請
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
調
整
規
定
）

３

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
が
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る

包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
附
則
第
一
項
中
「
環
太
平
洋
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」
と
す

る
。



理

由

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
行
う
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
同
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

当
該
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


